
建設業に従事される事業主さまへ 

 
 

 
 
 
 
～～～民民民間間間保保保険険険にににななないいいこここんんんなななににに有有有利利利ななな労労労災災災保保保険険険～～～      
Ɖ ṮṮ ȼȼּּ ȴȴȦȦǷǷ 
 …負傷の際の入院、通院時 

Ɗ ԝԝ ȻȻ ȮȮᵙᴝɗɗȼȼȏȏɗɗɋɋȨȨɠɠǷǷ 
 …医療費、休業補償 

Ƌ ᵽᵽ ȴȴ ԝԝȴȴȦȦǷǷ 
 …障害、遺族、傷病年金 

ƌƌ  ԝԝ ȼȼȦȦɆɆȳȳ ȻȻ ȴȴȦȦǷǷ  

※保険料負担は月あたり 3,650 円より 
 

 

●●労労災災保保険険にに加加入入ででききるる人人はは？？  
建設業を行い、労働者を直接使用していない事業

主及びその家族従事者の方も法定労災保険に加

入することができます。 

 

●●労労災災保保険険にに加加入入すするるににはは？？  
自営組合：康友会建設業組合に事務委託（加入）

することが条件になります。そこで労災保険に加

入することが「特別加入制度」といいます。 

 

●●保保険険料料ななどどのの費費用用はは？？  
・国に納める労災保険料 

（希望の加入日額によります。） 
【単位：円、年額（月割）】 

加入日額 年間保険料 (月割) 加入日額 年間保険料 (月割) 
20,000 146,000 (12,166) 10,000 73,000 (6,083) 
18,000 131,400 (10,950) 9,000 65,700 (5,475) 
16,000 116,800 (9,733) 8,000 58,400 (4,866) 
14,000 102,200 (8,516) 7,000 51,100 (4,258) 
12,000 87,600 (7,300) 6,000 43,800 (3,650) 

○保険期間は、毎年4月1日～翌年3月31日迄です。 

○年度途中の加入の場合は、保険料は月割計算です。 

○保険料・手数料は、一括納付です。（分割納付はできません） 
 
・その他に、各年度一律に事務委託（加入）による年会
費と事務手数料として 10,000 円を申し受けます。 

●●労労災災保保険険のの給給付付はは？？  
建設現場での落下、機械による事故など、ま

たは通勤途上において災害を受けた場合な

どに保険給付の対象になることがあります。 

 

●●加加入入時時のの健健康康診診断断 
お仕事の内容とその仕事を行われた期間に

より、労災保険加入時に健康診断を受ける必

要があります。（費用は無料です） 

仕 事 の 種 類 
加入前に仕事を行
われた期間（通算） 

粉じん作業を行う業務 3 年 
身体に振動を与える業務 1 年 
鉛業務 6 ヶ月 
有機溶剤業務 6 ヶ月 
 ※指定病院で指定期間内に、必ず受診してください。 

 

※労働者を一人でも使用されている方は、

中小事業主の労災保険特別加入制度を
ご検討下さい。 

 
 

 

 

 

 

 

一人親方団体 康友会建設業組合 

労労労災災災保保保険険険・・・特特特別別別加加加入入入制制制度度度 
のののごごご案案案内内内 

 

一人親方団体：康友会建設業組合 
中小事業主：労働保険事務組合 康友会 
〒460-0012 
名古屋市中区千代田 3-14-22 
TEL：052-331-1706 FAX：052-324-8032 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.aoi-cms.com/ 



 

仕事中にケガをして…  一人親方労災保険に 
 
 
治療費は一切ありません    治療費は全額無料で病院にて安心 
（国保加入者のみ一部支給あり）  して治療を受けられます 
 
生活補償はありません   加入日額の 8割が休業補償として受けられます 
 
障害が残ったり、死亡しても一切  労災保険により手厚く、年金・一時金等が受けられ 
補償はありません    ます 
 
元請さんが安心して仕事を頼め  元請さんが安心して仕事を頼めます 
ません 

 

ご 自 身 の た め 、 家 族 の た め に も  
事 故 の後 では遅 すぎます  

 
 
                      案内地図 

 

加入していない場合 加 入 し た 場 合 

 
**************  労労働働保保険険事事務務組組合合康康友友会会((22FF))  ************** 
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Ἄ Γ(3F) ˁ ‌ɹʹɻʱʅʹʊ (3F) 
 
〒460-0012 名古屋市中区千代田 3-14-22 杉浦ビル 

ＴＥＬ（０５２）３３１－１７０６  ＦＡＸ（０５２）３２４－８０３２ 
 
〈地下鉄〉地下鉄鶴舞線「鶴舞」で下車、 
       ６番出口より南へ徒歩３分 
 
〈Ｊ  Ｒ〉ＪＲ中央線「鶴舞」で下車、 

公園口より金山方面へ徒歩４分 


